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平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

第
三
千
四
百
二
十
三
号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
四
十
号
︲
第
四
十
一
号
）

○
福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

様
式
第
十
八
号
の
添
付
書
類
２
中
「又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
二
か
ら
第
四
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

　

第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
公
示
の
場
所
等
）

第
五
条　

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
県
が
設
置
す
る
都
市
公
園
（
以
下

　

「
都
市
公
園
」
と
い
う
。
）
の
掲
示
場
と
す
る
。

２　

知
事
は
、
条
例
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
保
管
工
作
物

　

等
一
覧
簿
（
様
式
第
六
号
の
二
）
を
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け

　

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
売
却
の
手
続
）

第
六
条　

条
例
第
十
一
条
の
五
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
競
争
入
札
と
す
る
。
た
だ
し
、
競
争
入
札

　

に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
（
以
下
「
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）

　

そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
工
作
物
等
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約

　

に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
、
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
福
岡
県
財
務
規
則
（

　

昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
八
条
第
一

　

項
及
び
第
百
四
十
九
条
の
規
定
を
、
指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
財
務
規
則
第
百
六
十
条
の
規
定
を

　

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

３　

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
随
意
契
約
に
つ
い
て
は
、
財
務
規
則
第
百
六
十
三
条
第
一
項
本

　

文
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
返
還
の
手
続
）

第
七
条　

条
例
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
、
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
に
保
管
し
た
工
作
物

　

等
又
は
売
却
し
た
代
金
を
返
還
す
る
と
き
は
、
工
作
物
等
返
還
（
申
出
・
受
領
）
書
（
様
式
第
六
号

　

の
三
）
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
届
出
）

第
八
条　

条
例
第
十
五
条
各
号
の
届
出
は
、
都
市
公
園
に
係
る
届
出
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
ら
な
け

　

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
料
の
納
入
）

第
九
条　

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
使
用
料
は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
許
可

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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の
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
の
使
用
料
は
、
毎
年
度
、
当
該

　

年
度
分
を
そ
の
年
度
の
初
め
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
知
事

　

が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
四
半
期
ご
と
に
三
月
分
を
前
納
す
る
こ
と
が
で

　

き
る
。

　

（
使
用
料
の
不
還
付
）

第
十
条　

既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

　

、
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
還
付
す
る
。

　

一　

使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
で
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と

　
　

き
。

　

二　

使
用
料
を
納
入
し
た
者
が
、
当
該
使
用
の
開
始
の
日
の
四
日
前
ま
で
に
当
該
許
可
の
取
消
し
を

　
　

申
し
出
て
、
知
事
が
こ
れ
を
認
め
た
と
き
。

　

（
使
用
料
の
減
免
）

第
十
一
条　

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
料
減

　

免
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
使
用
料
の
総
額
は
、
当
該
公

　

園
施
設
の
建
設
費
又
は
建
設
資
金
と
し
て
寄
附
を
受
け
た
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条　

削
除

　

第
十
六
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

　

（
公
園
施
設
等
の
供
用
日
時
）

第
十
六
条
の
二　

条
例
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公
園
施
設
及
び
条
例
別
表
第
三
に
掲
げ
る
都
市
公
園
の
一

　

部
を
利
用
に
供
す
る
日
及
び
時
間
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２　

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

　

知
事
の
承
認
を
得
て
、
利
用
に
供
す
る
日
及
び
時
間
を
変
更
し
、
又
は
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

　

。
３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
利
用
に
供
す
る
日
及
び
時
間

　

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
利
用
の
申
込
み
及
び
利
用
券
）

第
十
六
条
の
三　

条
例
第
二
条
第
一
項
の
公
園
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事

　

の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

条
例
第
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者

　

が
別
に
定
め
る
利
用
券
を
交
付
す
る
。

３　

前
項
の
利
用
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
利
用
の
際
当
該
利
用
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

　

（
利
用
料
金
）

第
十
六
条
の
四　

条
例
別
表
第
二
の
六
備
考
三
３
、
十
備
考
九
２
及
び
十
一
備
考
八
２
並
び
に
別
表
第

　

三
備
考
三
３
の
規
則
で
定
め
る
障
害
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　

一　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
身
体

　
　

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　

二　

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　

三　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

　
　

四
十
五
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

２　

条
例
別
表
第
二
の
六
備
考
三
３
及
び
十
備
考
九
２
並
び
に
別
表
第
三
備
考
三
３
の
規
則
で
定
め
る

　

介
護
者
と
は
、
福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十

　

五
号
）
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
者
又
は
精
神
保
健
及
び

　

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項

　

に
規
定
す
る
一
級
若
し
く
は
二
級
の
精
神
障
害
者
を
介
護
す
る
者
と
す
る
。

　

（
割
増
料
金
）

第
十
六
条
の
五　

条
例
別
表
第
二
の
十
三
備
考
二
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
千
円
以
上
の
額
で
、
指
定

　

管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
た
額
と
す
る
。

　

（
超
過
料
金
）

第
十
六
条
の
六　

条
例
別
表
第
二
の
十
三
備
考
三
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

超
過
時
間
が
正
午
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
場
合　

超
過
時
間
一
時
間
に
つ
き
、
条
例
別
表
第
二

　
　

の
十
三
に
定
め
る
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
額
の
一
時
間
当
た
り
の
額

　

二　

超
過
時
間
が
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
場
合　

超
過
時
間
一
時
間
に
つ
き
、
条
例
別
表

　
　

第
二
の
十
三
に
定
め
る
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
額
の
一
時
間
当
た
り
の
額
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別
表
第
一
の
備
考
一
中
「
及
び
能
楽
堂
」
を
「
、
大
濠
公
園
能
楽
堂
」
に
改
め
、
「
天
神
中
央
公
園

の
」
を
削
り
、
「
並
び
に
筑
豊
緑
地
」
を
「
、
筑
後
広
域
公
園
の
駐
車
場
、
筑
豊
緑
地
」
に
、
「
及
び

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
」
を
「
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
並
び
に
筑
後
広
域
公
園
芸
術
文
化
交
流
施
設
の
本
館
施

設
及
び
別
館
施
設
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二
中
「
筑
後
広
域
公
園
の
」
を
削
り
、
同
表
備
考
三
中
「
ま

で
」
の
下
に
「
と
し
、
筑
後
広
域
公
園
の
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
供
用
時
間
の
う
ち
入
出
車
時
間
を
午

前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
中
「
（
第
十
四
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
六
条
の
七
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

備
考

　
　

一　

条
例
別
表
第
二
の
十
二
宿
泊
施
設
の
利
用
料
金
に
は
、
浴
場
利
用
料
を
含
む
。

　
　

二　

筑
後
広
域
公
園
芸
術
文
化
交
流
施
設
の
本
館
施
設
及
び
別
館
施
設
の
附
属
設
備
等
（
電
気

　
　
　

窯
を
除
く
。
）
の
額
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び　

　
　
　

午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
一
回
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
超
過
時
間
が
一
時
間
未
満
で
あ
る
と
き
は
一
時
間
と
し
、
一
時
間
を
超

　

え
る
場
合
に
お
い
て
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
の
時
間
は
、
一
時
間
と
し
て

　

計
算
す
る
。

　

（
附
属
設
備
等
料
金
）

第
十
六
条
の
七　

条
例
別
表
第
二
の
一
備
考
三
、
二
備
考
二
、
三
備
考
、
四
備
考
三
、
八
備
考
二
、
十

　

備
考
十
、
十
一
備
考
九
、
十
二
備
考
五
及
び
十
三
備
考
四
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二
の
と

　

お
り
と
す
る
。

２　

条
例
別
表
第
二
の
十
一
備
考
六
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
使
用
す
る
電
気
の
実
費
に
相
当
す
る
額

　

と
す
る
。

　

第
十
七
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

七　

筑
後
広
域
公
園
芸
術
文
化
交
流
施
設
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
事
業
を
行
う
た
め
に
条
例
別
表

　
　

第
二
の
十
三
に
掲
げ
る
公
園
施
設
を
利
用
す
る
場
合　

条
例
別
表
第
二
の
七
に
掲
げ
る
公
園
施
設

　
　

の
う
ち
筑
後
広
域
公
園
の
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
全
額

　

第
十
八
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二

号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

二　

条
例
別
表
第
二
の
十
三
に
掲
げ
る
施
設
の
利
用
の
申
込
み
を
し
た
者
が
、
利
用
の
日
か
ら
一
週

　
　

間
前
ま
で
に
当
該
利
用
の
取
消
し
を
申
し
出
た
場
合　

利
用
料
金
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す

　
　

る
額

　

別
表
第
一
中
「
（
第
八
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
六
条
の
二
関
係
）
」
に
、
同
表
能
楽
堂
の
項
中

　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
同
表
駐
車
場
の
項
中　
　
　
　
　
　

を

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

能
楽
堂

大
濠
公
園
能
楽
堂

大
濠
公
園

大
濠
公
園

筑
後
広
域
公
園

筑
後
広
域
公
園
芸

術
文
化
交
流
施
設

の
本
館
施
設
及
び

別
館
施
設

筑
後
広
域

公
園

一
月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

筑
後
広
域
公
園
芸
術

文
化
交
流
施
設
の
本

館
施
設
及
び
別
館
施

設

音
響
装
置

大
交
流
室

一
式
・
一
回

一
、
六
六
〇
円

教
室
・
工
房
三

一
式
・
一
回

一
、
一
〇
〇
円

演
台
・
花
台

一
式
・
一
回

六
六
〇
円

司
会
者
台

一
式
・
一
回

二
〇
〇
円

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本
・
一
回

三
二
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
本
・
一
回

八
八
〇
円

卓
上
型
マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

一
本
・
一
回

六
〇
円

床
上
型
マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

一
本
・
一
回

六
〇
円

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式
・
一
回

九
一
〇
円

移
動
式
ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
・
一
回

四
五
〇
円

移
動
式
ス
ク
リ
ー
ン

一
式
・
一
回

五
九
〇
円

テ
レ
ビ
モ
ニ
タ
ー

一
式
・
一
回

六
六
〇
円

電
気
ろ
く
ろ

一
式
・
一
回

一
、
二
八
〇
円

電
気
窯

本
焼

一
台
・
一
回

四
、
〇
四
〇
円

素
焼

一
台
・
一
回

二
、
五
三
〇
円
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三　

筑
後
広
域
公
園
芸
術
文
化
交
流
施
設
の
本
館
施
設
及
び
別
館
施
設
の
附
属
設
備
等
を
利
用

　
　
　

時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
と
き
の
額
は
、
一
時
間
ご
と
に
こ
の
表
に
掲
げ
る
額
の
二
十
五
パ

　
　
　

ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額

　

様
式
第
六
号
の
二
中
「
（第

４
条
の
２
関
係

）
」
を
「
（第

５
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
の
三
中
「
（第

４
条
の
４
関
係

）
」
を
「
（第

７
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「
（第

５
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
８
号　
削
除

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第

四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


